
芦屋市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画） ≪概要版≫ 
長期的・総合的視野に立って，計画的なごみ処理の推進を図るための指針となる計画  計画期間：H2９～H3８（中間目標年度はH３2年度） 
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● ごみの減量化・再資源化目標値 （※基準年度：H12）

燃やすごみ

燃やさないごみ

粗大ごみ

紙資源

缶・ビン・ペットボトル

● 生活系ごみ

③ 事業系ごみ
15.1％減事業系ごみ（全体）

集団 回収

● 事業系ごみ

④ 集団回収量
9.7％増

⑤ リサイクル率
18.9％

① ごみ排出量
25.5％減
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② 家庭系ごみ
32.9％減

中間目標年度
（平成32年度）
の削減目標
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過去の推移及び今後の見込み（目標値）

【５つの基本方針】 

● 分別区分及び収集・運搬計画 

現在の１２分別については，施設の運営方針に合わせ社会環境の変化に対応したも

のとします。また，パイプライン施設は，施設の運営方針を定め，計画的に事業を進

めます。

● 中間処理計画（ごみ処理施設整備計画） 

 焼却施設  

稼働後２０年を迎え老朽化が進行しており，今後も安定かつ効率的なごみ処理を行

っていくため，施設の運営方針を定め，社会環境の変化に対応した施設整備を行いま

す。また，施設の整備時期の近い西宮市と広域化について検討を行うこととします。

 資源化施設  

焼却施設の運営方針に合わせ，安定かつ効率的な施設整備を行います。また，焼却

施設と同様に，西宮市と広域化について検討を行うこととします。

【目標と計画】 【目標値を達成するための方策】 

※年はすべて「年度」を指す

● 最終処分計画 

今後も引き続き『大阪湾フェニックス』に埋立処分を委託して，最終処分を行います。

【基本理念】 

（１）ごみの減量化・再資源化の推進 

 本計画で設定した目標を達成するため，① 発

生抑制（リデュース），② 再使用（リユース），

③ 再生利用（リサイクル）の３Ｒ等に関する方

策に取り組み，ごみの減量化・再資源化を推進し

ます。 

（２）中間処理施設の整備，管理運営 

社会情勢の変化及び施設の老朽化に対応した

適切なごみ処理を行うため，④熱回収（サーマル

リサイクル）等含め，環境に配慮した施設の運営

方針を定め，計画的に事業を進めます。 

（３）適正処理の実施 

 ごみ処理の中間処理施設における，ごみの種類

や処理方法に応じた適正処理や，最終処分場にお

ける，⑤適正処分を実施し，環境負荷の低減に取

り組みます。 

（４）収集・運搬体制の整備 

 「車両」による収集・運搬については，分別区

分や施設の運営方針に基づき，収集方法の見直し

や体制の整備を進め，「廃棄物運搬用パイプライ

ン」による収集は，施設のあり方も含めた様々な

課題を整理し，計画的に事業を進めます。 

（５）市民・事業者・市（行政）の協働 

 市民・事業者・市（行政）がそれぞれの役割と

責任を果たす中で，それぞれが主役となり，お互

いに協力して，循環型社会を構築します。 

目標値を達成するため，市民・事業者・市（行政）の各主体がそれぞれの立場・

役割による方策を実行することにより，基本理念である循環型社会の構築を目指

します。

市民 事業者 市（行政）

1 マイ食器，マイボトルの利用 新規 ◎ ◎ ○

2 「事業系ごみハンドブック」の発行 新規 － ○ ◎

3 小型家電及び乾電池回収ボックスの設置 新規 ○ ○ ◎

4 マイバッグの利用 拡充 ◎ ◎ ○

5 再生資源集団回収活動の推進 拡充 ◎ － ◎

6 「スリム・リサイクル宣言の店」の推進 拡充 ◎ ◎ ◎

7 排出事業者責任の徹底 拡充 － ◎ ○

8 ごみ処理に関する情報の提供 拡充 ○ ○ ◎

9
「家庭ごみハンドブック」及び「ごみ収集カレ
ンダー」の発行

拡充 ○ － ◎

10 食材や日用品の最後までの使い切り 拡充 ◎ ◎ ○

11 ごみの展開検査の実施 拡充 － ○ ◎

12 過剰包装の防止 継続 ◎ ◎ ○

13 製品の長期使用 継続 ◎ ◎ ○

14 リユース活動の実施 継続 ◎ － ○

15 環境に配慮した製品等の購入 継続 ◎ ◎ ◎

16 生ごみ堆肥化容器の活用 継続 ◎ ○ ○

17 生ごみの水切り 継続 ◎ ◎ ○

18 12分別の徹底 継続 ◎ ◎ ○

19
環境に配慮した製品の設計，販売及びサー
ビスの実施

継続 － ◎ ○

20 環境学習の実施 継続 ○ － ◎

21 ポスター展の開催 継続 ○ － ◎

22 持ち去り防止パトロールの実施 継続 ○ ○ ◎

23 持ち込みごみ予約制の実施 継続 ○ ○ ◎

24 適正な料金体系の検討 継続 ○ ○ ◎

25 有料化の検討 継続 ○ － ◎

26 分別区分の見直しの検討 継続 ○ ○ ◎

27 処理センターにおける適正処理の実施 継続 － － ◎

凡例　◎ 方策を実施する主体
　　　　○ 方策に関連する主体

方　　　策 方向性
主　　　体

（P53～7１）

（P72）

（P83～84）

（P85～8９）

（P９０）

（P73～82）


